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保
健
福
祉
課
か
ら
の
お
知
ら
せ

確
認
し
ま
し
ょ
う
！ 

大
切
な
保
険
証

　

御
代
田
町
の
国
民
健
康
保
険
に

加
入
さ
れ
て
い
る
方
に
交
付
さ
れ

ま
す
。

　

平
成
25
年
10
月
１
日
か
ら
保
険

証
の
色
が
新
し
く
な
り
ま
す
。

（
詳
し
く
は
６
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。）

退
職
者
用

　

75
歳
以
上
の
方
、
ま
た
は
65
歳

か
ら
74
歳
ま
で
の
方
で
、
一
定
程

度
の
障
害
が
あ
り
、
申
請
を
さ
れ

た
方
に
交
付
さ
れ
ま
す
。

　

保
険
証
は
１
人
に
１
枚
ず
つ
交

付
さ
れ
ま
す
。

　

医
療
機
関
に
か
か
る
際
は
、
保

険
証
を
必
ず
窓
口
に
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。

　

平
成
25
年
８
月
１
日
か
ら
保
険

証
の
色
が
新
し
く
な
り
ま
し
た
。

　

65
歳
以
上
の
方
と
、
40
歳
以
上

65
歳
未
満
の
方
で
、
要
介
護（
要

支
援
）認
定
を
受
け
た
方
に
交
付

さ
れ
ま
す
。

　

介
護
保
険
証
は
、
要
介
護（
要

支
援
）認
定
を
受
け
、
サ
ー
ビ
ス

を
利
用
す
る
際
に
必
要
に
な
る
も

の
で
す
。
保
険
証
に
は
要
介
護
状

態
区
分
や
、
有
効
期
間
、
利
用
上

限
等
が
記
載
さ
れ
ま
す
の
で
、
認

定
更
新
に
合
わ
せ
て
そ
の
都
度
発

行
さ
れ
ま
す
。

　

現
在
認
定
を
受
け
て
い
な
い
方

に
つ
い
て
も
、
将
来
介
護
保
険

サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
際
に
必
要

と
な
り
ま
す
の
で
、
大
切
に
保
管

し
て
く
だ
さ
い
。

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証

介
護
保
険
被
保
険
者
証

後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証

国
民
健
康
保
険
高
齢
受
給
者
証

旧

う
ぐ
い
す
色

旧

黄
色

旧

オ
レ
ン
ジ
色

新

藤
色

新

桃
色

新

　

御
代
田
町
の
国
民
健
康
保
険
に

加
入
さ
れ
て
い
る
70
歳
か
ら
74
歳

の
方
に
交
付
さ
れ
ま
す
。

　

医
療
機
関
へ
か
か
る
際
に
は
、

被
保
険
者
証
と
併
せ
て
窓
口
へ
提

示
し
て
く
だ
さ
い
。

　

他
の
保
険
証
は
カ
ー
ド
型
で
す

が
、
介
護
保
険
証
は
三
つ
折
り
の

大
き
い
サ
イ
ズ
で
す
。

問
い
合
わ
せ
先

　

保
健
福
祉
課
介
護
高
齢
係

 

（
31
）２
５
１
２

問
い
合
わ
せ
先

　

保
健
福
祉
課
健
康
推
進
係

 

（
32
）２
５
５
４

黄
色
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